
 

 

さいたま市告示第２３号 
さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。 
令和８年 １月 ９日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 保管理由 

 さいたま市自転車等放置防止条例 
２ 保管開始年月日 

 令和７年１２月２６日 
３ 保管場所及び放置箇所 

⑴ 新開自転車保管所 
  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅、浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野

駅、与野本町駅、南与野駅、浦和美園駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域 
⑵ 吉野原自転車保管所 
  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、 

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅、岩槻駅、東岩槻駅及びさ

いたま新都心駅周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車 
４ 保管自転車 
   別紙のとおり 
５ 保管台数 
    計  ３１台 
６ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市都市局交通政策部自転車まちづくり推進課車両対策事務所 
⑵  電話 ０４８（６５２）８８１２ 

 
 
 
 

 



                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

                              
          



                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

                              
          

告示期限：令和8年1月23日


